
三世代同居・近居支援事業チェックフロー
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※申請期間・申請日

孫の出生日から1年を経過した後、6か月以内に申請してください。

対象となりません

<対象＞

申請期間中なので早急に政策課へ事前相談をお願いします。

(申請期間：転入日から1年を経過した後、6か月以内) 　 用語の説明
同居・・ 子世帯（子・孫）と親が市内の同じ住宅に住むこと

　近居・・ 子世帯と親が市内の住宅に住むこと

　　※住宅：１つの世帯が独立して家庭生活を営むことができる建物または当該建物の一部

　　※住む：住民登録していること

【 定住型 】転入したのは誰ですか？ 令和6年4月2日から令和9年4月1までに生まれた孫はいますか？

市内で三世代同居または近居をしていますか？

令和6年4月1日から令和9年3月31日

までに転入しましたか？

　対象となりません

市外から転入しましたか？

【 移住型 】

市内在住の親の直系親族である子と孫（高校生に相当する年齢以下）

が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに転入しましたか？

転入日から1年経過し、６か月以内ですか？

転入日から申請日において、対象とな

る直系三世代が引き続き住民基本台帳

に記録されていますか？

・1年未満の場合は、対象予定となり1年が経過してから

6か月以内に申請してください。

・1年６か月を過ぎた場合は、大変申し訳ありませんが

対象となりません。

子世帯の世帯員が、いずれもさぬき市三世代同居・近居支援事業の

支援金を過去に受けていないですか？

子世帯の世帯員が、いずれもさぬき市三世代同居・近居支援事業の支援金を

過去に受けていないですか？

申請日において、子世帯の世帯員及び親（子世帯と異なる世帯に親が属する場合

は、親が属する世帯の世帯員を含む。）が、いずれも市税及び国民健康保険税の

滞納がありませんか？

滞納分を納付してください。

申請期間中※に申請してください。

申請日において、子世帯の世帯員及び親（子世帯と異なる世帯に親が

属する場合は、親が属する世帯の世帯員を含む。）が、いずれも市税

及び国民健康保険税の滞納がありませんか？

滞納分を納付してください。

孫の出生日から申請日※において、対象となる直系三世代が

引き続き住基台帳に記録されていますか？
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